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交通事故による物的損害（物損）の賠償請求では、損害額が少額な場合
が少なくなく、弁護士費用の負担等を理由として、従来、弁護士による事
件の受任は多くはなかった。近時、弁護士費用特約の普及により、弁護士
による物損事件の受任が飛躍的に増え、簡易裁判所を中心に、物損事故に
関する訴訟事件が大幅に増加しているといわれている。物損事故被害者に
対する法的支援と紛争の適正な解決にとって望ましい状況といえよう。
このように、物損事件は弁護士が取り扱う一般的な業務となりつつある
が、登録後間もない弁護士はもちろん、一定の経験を有する弁護士であっ
ても、物損事件の経験が十分ではないということが少なくない。あくまで
も交通事故による損害賠償請求事件であることから、多くの弁護士が基本
的な知識と経験を有しているものと思われるが、他方で、事故状況の立証
や損害の内容、賠償金の回収可能性等、物損事件に特有の知識、考え方及
び注意すべき事項があり、損害額が少額であることに対する配慮が必要と
なる場合もある。これらの事項に対する注意や配慮を怠るときは、事件処
理の適正を欠くことにもなりかねず、依頼者その他の関係者との間で無用
なトラブルを招くおそれもある。弁護士費用特約が使用されている事件に
おいては、保険会社や弁護士会に対し、依頼者からの苦情が持ち込まれる
ことも少なくないようである。
本書は、弁護士費用特約が広く普及しつつある状況を踏まえ、同特約が
積極的かつ適切に活用されることにより、物損事件が適正に解決され、被
害者の正当な権利が実現されることを目的として、神奈川県弁護士会交通
事故損害賠償研究会に所属する弁護士が編集・執筆したものである。物損
事件の経験が十分ではない方はもちろん、既に物損事件を取り扱った経験
のある方にも参照してもらえるよう、物損事件に関する基本的知識を整理
するとともに、物損事件に特有な論点をＱ＆Ａ形式で解説し、実際の事件
処理にあたって留意すべき事項についても取り上げた。
具体的には、第１章において、物損事件において特に考慮を要する事項



と注意すべき事項を確認し、物損事件の受任にあたり欠くことのできない
ものとなった弁護士費用特約とその活用方法について解説している。第２
章では、事件処理のための基礎知識として、物損特有の損害項目を解説す
るとともに、実務上の論点をＱ＆Ａ形式で取り上げた。Ｑ＆Ａでは多くの
裁判例を取り上げているので参考にしていただきたい。また、第３章では、
事件処理の実際として、解決のための手続と法律相談にあたってのポイン
トを紹介しているので、法律相談や事件処理にあたって参照されることを
期待する。 さらに、 冒頭に解決までのフローチャートと法律相談時の
チェックリストを掲げ、相談直前に一覧していただけるようにしたので、
活用いただきたい。
物損事件の経験が十分でない方は、物損に関する法律相談を担当する
際、まずは第１章と第２章の解説部分を一読していただき、引き続いて物
損事件を受任するにいたった場合には、第３章も参照していただきたい。
これに対し、物損事件を取り扱った経験のある方は、受任事件において問
題となる論点について、第２章のＱ＆Ａを参照いただくとともに、各章の
解説を知識の確認と整理に活用いただきたい。
本書が、物損事件の処理や法律相談に携わる方々の参考になり、弁護士
費用特約が適切に活用され、従来、弁護士による法的支援が必ずしも十分
であったとはいえない物損事件が弁護士により適正に解決され、被害者の
正当な権利が実現されることを願ってやまない。
最後に、Ｑ＆Ａの執筆を快く引き受けてくれた神奈川県弁護士会交通事
故損害賠償研究会の松原雄輝、伊藤安耶、石井和樹、笹岡亮祐の各弁護士
にお礼を述べ、本書の出版に際し尽力をいただいた学陽書房の大上真佑氏
に対し、心から感謝申し上げる。
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物損事件の解説に先立ち、「物損事件の解決までの流れ」と「法律相談
のチェックリスト」を掲げます。事件処理の流れや法律相談におけるポイ
ントを確認するとともに、個々の解説の理解に役立て、法律相談の直前や
相談中に活用してください。

１「物損事件の解決までの流れ」について
一般的な解決までの流れをフローチャートに整理しました。
法律相談にはじまり、交渉から訴訟へと進む流れは、他の法律問題と
同様ですが、交通事故には特有のＡＤＲ制度があり、事件の解決に有用
な場合があります。また、加害者が損害保険に加入していない場合、物
損では自賠責保険から保険金の支払を受けることができませんので、強
制執行による賠償金回収の可能性を検討する必要があります。

２「法律相談のチェックリスト」について
法律相談の際に最低限聴いておくべきこと、相談者に存否を確認し、
準備を指示するべき資料をリスト形式で整理しました。
はじめて物損事件の相談を受ける方は本書第1章1「物損事故に特有
の問題」と第3章9「物損事故における法律相談のポイント」を一読の
うえ、チェックリストを参照しながら相談にあたることをお薦めします。
既に物損事件を受任した経験がある方も、相談前に知識の整理に活用く
ださい。



法　律　相　談

損害賠償金回収　　＝　　解決

示　談　交　渉

成　　　立

訴　訟（民事調停）

判決確定
和解（調停）成立

受　任

ＡＤＲ

強制執行

補充聴取・証拠収集

受　任　通　知

不成立

不成立

未　払

未　払

物損事件の解決までの流れ



2

Point
▶物損事故では実況検分調書が作成されず、事故状況を立証するための
客観的資料が乏しい場合が少なくない。
▶物損に特有の損害項目及び損害算定の考え方があり、損害額の算定方
法が定型的である。
▶損害額が少額な場合が多く、損害額や過失割合等が争われるときは解
決までに相当程度の期間を要する場合がある。
▶自賠責保険の適用はなく、加害者が任意保険に加入していない場合に
は、損害賠償金の回収に困難を伴うため、被害者自身の車両保険の使
用を検討することが適当な場合がある。
▶被害者の被害感情に配慮し、早期に、十分な説明を行う必要がある。
▶弁護士費用特約を積極的に活用するべきである。

交通事故による物的損害（物損）に関する損害賠償請求においては、人
的損害（人損）に関する場合と比較して、以下に述べるような考慮を要す
べき事項がある、また、これらの考慮事項から、損害賠償請求にあたり特
に注意を払うべき事項が導き出される。
物損に関する法律相談や事件の処理にあたっては、まずは、物損に特有
の考慮すべき事項と注意すべき事項を理解しておく必要がある。

１　物損事故において考慮を要する事項
①事故状況に関する資料が乏しい
物損のみの事故の場合、警察に事故を届け出た場合でも、通常は実況見
分調書が作成されないことから、後日、事故状況や事故当事者の過失割合

1 物損事故に特有の問題

Point



3第1章　総論……

が争いとなった際に、事故状況を客観的に証明する資料を欠く場合が少な
くない。また、事故後、車両の修理がなされることで、車両の損傷状況が
証拠として保存されていない場合もある。
被害者の記憶が鮮明なうちに、最低限、事故現場の道路状況と双方車両
の動静等をできる限り正確に記録した図面を作成しておくことが望まし
い。また、双方車両の損傷状況を写真撮影しておき、双方車両がどのよう
に衝突ないしは接触したのかを明らかにする資料を確保しておく必要があ
る。
最近では、ドライブレコーダーを搭載している車両も多くなってきてい
ることから、事故時のドライブレコーダーの動画が存在する場合には、動
画のデータを確保し、保存しておくべきである。
なお、そもそも物損のみの事故の場合、被害の弁償を受けることで簡単
に解決できると軽信し、警察への届出を怠る場合もあるが、そのような場
合、後日、交通事故証明書の発行がなされず、事故の発生自体が争いとな
りかねない。相談を受けた際、警察への届出がなされていないような場合
には、速やかに警察に事故の届出を行うようアドバイスする必要がある。

②物損に特有の知識・考え方がある
物損事故における中心的な損害は、車両の損傷を回復するための修理費
であるが、修理が可能な場合であっても、修理費が被害車両の時価額（及
び車両の再取得費用との合計額）を上回るようなときは、車両自体の損害
は車両時価額（及び再取得費用との合計額）の範囲内に限って認められる
ことになる。いわゆる「経済的全損」という考え方である。
このような物損特有の考え方に加え、評価損や代車料・休車損といった
損害項目と損害の算定方法が存在することから、これらの知識についても
理解しておくことが、物損事故における適切な損害額の算定と相談者・依
頼者への見通しの説明、事件処理の方針の決定に不可欠となる。

③損害額の算定が定型的である
物損事故の場合、損害項目が限定され、その中心的な損害項目は、前述
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� 所有権留保と全損

オートローンで自動車を購入し、あと少しでローンの支払を終える
という時期に事故にあい、自動車が大破してしまいました。
全損の場合、ファイナンス会社が加害者に損害賠償請求をすると聞
いたのですが、私が支払ったローンは無駄になってしまうのでしょう
か。

オートローンにより購入された自動車が全損になった場合、被侵害
利益は所有権であり、所有権留保者（本問ではファイナンス会社）

に車両損害の賠償請求権が帰属すると判断される可能性が高い。
しかしながら、物理的全損の場合には、残代金の完済を要件として、例
外的に買主に車両損害の損害賠償請求権を認める裁判例が存在するほか、
経済的全損の場合でも、一定の要件を満たすことで買主に車両損害の損害
賠償請求権を認める見解も存在する。

解説

1請求権を認めた裁判例
所有権留保車両が全損（物理的全損、経済的全損）となった場合には、
所有権留保者に車両損害の賠償請求権が帰属するというのが現在の東京地
方裁判所交通部の運用のようである。
しかしながら、本問においては、買主があと少しでローンの支払を終え
る状況にあるところ、ローンの支払を終えた買主の手元に残るのは全損状
態の車両であり、買主が何ら車両損害の賠償を受けることができず、一方
でローンの完済を受けた所有権留保者が車両損害の賠償を受けられること
になるとすれば、買主の不利益の度合いは非常に大きいといえる。
この点、所有権留保車両の物理的全損に関する東京地判平成2年3月13
日（判タ722号84頁）は、「自動車が代金完済まで売主にその所有権を留

Q1 請求権者に関するQ&A

A
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保するとの約定で売買された場合において、その代金の完済前に、右自動
車が第三者の不法行為により毀滅するに至ったとき、右の第三者に対して
右自動車の交換価格相当の損害賠償請求権を取得するのは、不法行為当時
において右自動車の所有権を有していた売主であって、買主ではないもの
と解すべきである」「しかしながら、右売買の買主は、第三者の不法行為
により右自動車の所有権が滅失するに至っても売買残代金の支払債務を免
れるわけではなく（民法534条1項）、また、売買代金を完済するときは右
自動車を取得しうるとの期待権を有していたものというべきであるから、
右買主は、第三者の不法行為後において売主に対して売買残代金の支払を
し、代金を完済するに至ったときには、本来右期待権がその内容のとおり
現実化し右自動車の所有権を取得しうる立場にあったものであるから、民
法536条2項但し書及び304条の類推適用により、売主が右自動車の所有
権の変形物として取得した第三者に対する損害賠償請求権及びこれについ
ての不法行為の日からの民法所定の遅延損害金を当然に取得するものと解
するのが相当である」として、残代金の完済後は、民法536条2項ただし
書及び304条の類推適用により、売主が取得した損害賠償請求権を買主が
取得すると判断している。

2分損と同様に考える見解
また、所有権留保車両が経済的全損となった場合についても、物理的に
は修理が可能であり、実際に修理が行われてそのまま使用が継続されるこ
とも多いことを理由に、分損の場合と同様に、①買主が修理義務を負うこ
と、②買主が修理をし、かつ、修理費相当額を負担する予定があることを
主張立証することで、買主が加害者に対して事故当時の車両価格に相当す
る額の損害賠償を求めることができるという見解がある。




